
公 告

（武雄河川事務所管内における災害時等応急対策工事に関する基本協定の締結）

次のとおり公告します。

令和２年 ２月 ３日

国土交通省九州地方整備局

武雄河川事務所長 藤本 幸司

１．基本協定の概要等

（１）基本協定の目的

本協定は、武雄河川事務所が管理する直轄区間又は直轄区間外において、堤防決壊等の大規模な災

害が発生若しくは災害の発生が予測された場合、緊急的に河川及びダムの巡視、応急対策工事、災害

対策用機械（排水ポンプ車等）の運搬・運転を実施することを想定し、あらかじめ実施者を定め、被

害施設の早期発見、応急復旧及び災害の拡大防止に資することを目的としている。

（２）基本協定区間

基本協定締結区間は別表－１を予定しており、各区間毎に基本協定を締結するものとする。

（３）協定期間 令和２年 ４月 １日 ～ 令和３年 ３月３１日

（４）本協定締結者の選定については、災害時等における河川巡視、災害時応急復旧工事等の協定締結の

実績及び技術者、資機材保有状況、武雄河川事務所における工事の施工実績等に関する技術資料を総

合的に評価して協定締結者を選定する。

評価については、希望した水系別（六角川・松浦川・嘉瀬川（以下、３河川という。）・厳木ダム、

佐賀導水路、嘉瀬川ダムの間で重複希望可）で提出された技術資料を評価し、水系別の協定締結区間

数を目安に上位者を協定締結者として選定するものとし、各協定締結区間については、協定締結者選

定後、武雄河川事務所において決定する。

また、各出張所等の管内における協定締結区間数に対する協定締結希望者に過不足が生じた場合

は、本店所在地等の条件により別途調整する。

なお、申請者が資格を有している場合でも、評価等によっては協定を締結しないこともある。

また、決定された企業との協定については、「武雄河川事務所」と令和２年４月に設置される「佐

賀河川事務所」の両事務所と協定を締結することを想定している。

（５）基本協定締結後、災害等が発生し緊急的に工事を実施する場合は、速やかに工事請負契約を締結す

る。また、工事の実施に当たっては、関係法令等を遵守するものとする。

但し、基本協定を締結した場合でも災害等の発生がなかった場合は、実際の工事は行わないことを

付記する。

２．参加資格要件

（１）予算決算及び会計令(昭和２２年勅令第１６５号)(以下「予決令」という。) 第７０条及び第７１

条の規定に該当しない者であること。

（２）九州地方整備局（港湾空港関係を除く）における平成３１．３２年度一般土木工事に係る一般競争

（指名競争）参加資格の申請を行っていること。



九州地方整備局（港湾空港関係を除く）における平成３１．３２年度一般土木工事に係るＢ等級又

はＣ等級、Ｄ等級の一般競争（指名競争）参加資格の認定を令和２年４月１日時点において受けて

いること（会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更正手続き開始の申し立てがなされて

いる者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申し立てがなされてい

る者については、手続開始の決定後、当該地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格

の再認定をうけていること。）

なお、令和２年４月１日時点において認定されていない者の行った協定は、競争に参加する資格

を有しない者の行った協定として、当該協定を無効とする。

（３）会社更生法に基づき更正手続き開始の申立てがなされている者又は、民事再生法に基づき再生手

続開始の申し立てがなされている者（上記（２）の再認定を受けた者を除く。）でないこと。

（４）九州地方整備局の管轄区域の内、表－１に示す所在地に建設業法に基づく営業所（一般競争（指

名競争）参加資格審査申請書に記載された本店の住所による。）が所在すること。

（表－１） 各出張所等管内における該当本店所在地

水系名 出張所管内 対象 区間名 協定締結者数 本 店 の 所 在 地

朝日出張所 朝日－ １ １０社程度 佐賀市、多久市、武雄市、鹿島

六角川 ～１０ 市、小城市、嬉野市、大町町、

牛津出張所 牛津川－１ ９社程度 江北町、白石町、太良町

～ ９

松浦川出張所 松浦川－１ １２社程度 唐津市、伊万里市、有田町

松浦川 ～ １２

厳木ダム 厳木ダム １社程度

管理支所

嘉瀬川 嘉瀬川出張所 嘉瀬川－１ ６社程度 佐賀市、小城市

～６

嘉瀬川ダム 嘉瀬川ダム－ ２社程度

管理支所 １～２

佐賀導水路 佐賀導水路及 ８社程度 佐賀市、鳥栖市、小城市、神

び城原川ダム 埼市、吉野ケ里町、上峰町、

区間 １～８ みやき町

（５）経常建設共同企業体にあっては、九州地方整備局（港湾空港関係を除く｡)における平成３１・３２

年度の一般土木工事に係る一般競争参加資格の認定を令和２年４月１日時点において受けている

こと。 九州地方整備局(港湾空港関係を除く。)における平成３１・３２年度の一般土木工事に係る

B等級又は、Ｃ等級、Ｄ等級の一般競争参加資格（会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基

づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づ

き再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、当該地方整備局長が別に

定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。）の申請中又は申請予定であるこ



と及び、令和３年３月３１日まで経常建設共同企業体の解散をしないこと。また、経常建設共同企

業体とその構成員単体での重複参加は認めない。

（６）協定締結参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び技術資料の提出期限の日から締結者

決定の時までの期間に、九州地方整備局長から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領（昭和５９

年３月２９日付け建設省厚第９１号）に基づく指名停止を受けていないこと。

（７）警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又は、これに準ずるものとして、国土

交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

３．本基本協定に関する手続等

（１）担当部局

【河川（六角川、松浦川、嘉瀬川）・厳木ダム】

〒８４３－００２３ 佐賀県武雄市武雄町大字昭和７４５ （電話 0954-23-5151）
国土交通省九州地方整備局 武雄河川事務所 （fax 0954-23-5192直通）

河川・厳木ダム担当 ： 工務課専門職 福井 （内線 6225）
【嘉瀬川ダム、佐賀導水路】

〒８４９－０９１８ 佐賀県佐賀市兵庫南２丁目１番３４号（電話 0952-41-8801）
国土交通省九州地方整備局 武雄河川事務所 佐賀庁舎（fax 0952-41-8802代表）

嘉瀬川ダム担当 ： 管理第二課維持係長 山下 （内線 336）
佐賀導水路担当 ： 施設管理課専門職 中島 （内線 340）

（２）技術資料等説明書の交付期間、場所及び方法

① 交付期間 ： 令和２年２月３日（月）から令和２年２月２６日（水）までの土曜日、

日曜日及び祝日を除く毎日、９時３０分から１７時００分まで。

② 交付場所 ：〒８４３－００２３ 佐賀県武雄市武雄町大字昭和７４５

国土交通省九州地方整備局 武雄河川事務所 ２階 工務課内

または

〒８４９－０９１８ 佐賀県佐賀市兵庫南２丁目１番３４号

国土交通省九州地方整備局 武雄河川事務所 佐賀庁舎 2F執務室内

③ 交付方法 ： 手渡しにより交付する。

（３）協定締結参加資格確認申請書及び技術資料等の提出期間、場所及び方法

① 提出期間 ： 令和２年２月３日（月）から令和２年２月２６日（水）までの土曜日、

日曜日及び祝日を除く毎日、９時３０分から１７時００分まで

② 提出場所 ： 上記３．（１）に同じとするが 3河川・厳木ダムは武雄河川事務所工務課へ、佐

賀導水路・嘉瀬川ダムは佐賀庁舎２Ｆ執務室へ提出のこと。

③ 提出方法 ： 持参又は郵送等 （郵送は書留郵便に限る。託送は書留郵便と同等のものに限る。

提出期間内に必着。） により提出する。

４ その他

（１） 技術資料の作成要領、基本協定締結業者の評価及び決定方法等の詳細については、「技術資料等説

明書」による。

（２）３河川・厳木ダム、佐賀導水路、嘉瀬川ダムの間については、重複した申請を認めるものとする。
なお、３河川・厳木ダム間の重複した申請は認めない。



（別表－１)令和２年度　武雄河川事務所管内における災害時等応急対策工事に関する基本協定締結区間（土木）

№ 班　別 水系 河川名
左右岸
の別

距離
(km)

№ 班　別 水系 河川名
左右岸
の別

距離
(km)

0 k 000 ～ 3 k 450 0 k 000 ～ ６ k ４００

4 k 800 ～ 7 k 170 0 k 000 ～ ４ k ４００

6 k 010 ～ 11 k 300 ６ k ４００ ～ 13 k ２００

7 k 170 ～ 13 k 500 ４ k ４００ ～ 13 k ２００

13 k 500 ～ 18 k 900 0 k 000 ～ ４ k ６７５
(徳須恵川合流点)

11 k 300 ～ 17 k 390 0 k 000 ～ 5 k 280
(本山橋)

18 k 900 ～ 24 k 100 5 k 280 ～ ８ k ４５０
(本山橋) (鶴橋)

17 k 390 ～ 24 k 100 ８ k ４５０ ～ 14 k ６００
(鶴橋) (ダム下流端)

24 k 100 ～ 26 k 300 13 k ２００ ～ １８ k ４３０
(久保橋) (JR鉄道橋)

0 k 000 ～ 1 k 600 １８ k ４３０ ～ ２５ k １７０
(JR鉄道橋)

24 k 100 ～ 29 k 080 ２５ k １７０ ～ ２８ k ５００
(桃川新橋)

29 k 080 ～ 31 k 500 ２８ k ５００ ～ ３１ k ４００
(桃川新橋) (直轄上流端)

26 k 300 ～ 29 k 080 ４ k ６７５ ～ ８ k ２５０
(徳須恵橋) (志気橋)

0 k 000 ～ 1 k 600 ８ k ２５０ ～ 14 k ４００
(志気橋) (直轄上流端)

29 k 080 ～ 31 k 500

～

61.93 km 

2 k 870 ～ 4 k 720 14 k 600 ～ 17 k 400
(ダム下流端) (ダム上流端)

2 k 130 ～ 6 k 010

0 k 000 ～ 3 k 800

3 k 800 ～ 10 k 100
１ ｋ ３００ ～ ７ ｋ ８００

3 k 450 ～ 10 k 100 (JR鉄道橋)

１ ｋ ４４０ ～ ７ ｋ ８００
10 k 100 ～ 15 k 400 (JR鉄道橋)

７ ｋ ８００ ～ １３ ｋ ２００
10 k 100 ～ 15 k 100 (JR鉄道橋) (渡瀬橋)

７ ｋ ８００ ～ １０ ｋ ４５０
15 k 400 ～ 18 k 300 (JR鉄道橋) (池森橋)

０ ｋ ０００ ～ １ ｋ １００

右岸 15 k 100 ～ 18 k 300 (直轄合流点)

１０ ｋ ４５０ ～ １６ ｋ ６００
(池森橋) (直轄上流端)

１３ ｋ ２００ ～ １６ ｋ ６００
18 k 300 ～ 23 k 350 (渡瀬橋) (直轄上流端)

(直轄上流端)

18 k 300 ～ 23 k 350
(直轄上流端)

48.98 km 260.00 km 

1 嘉瀬川ﾀﾞﾑ班 嘉瀬川 1 佐賀導水路班 筑後川

1.70

10 朝日－１０班 六角川

六角川 左右岸
(焼山川合流点）（大坪橋）

(武雄川合流点)

牛津－９班

巡視延長

－

別図－２別図－１ 佐賀導水路嘉瀬川ダム

嘉瀬川

5.05牛津川

6.5

6.36

5.4

3.4

32.66 km 

松浦川 徳須恵川 左右岸

嘉瀬川 左岸

右岸

左右岸

右岸

左岸嘉瀬川

嘉瀬川 嘉瀬川

嘉瀬川

嘉瀬川

嘉瀬川

8.80

5.80

左右岸

2.65

2.2

6.15

3.17

5.60

9.35

10.16

左岸

厳木川 左右岸

右岸

松浦川

松浦川 左右岸

厳木川

松浦川 左右岸

嘉瀬川

祇園川

嘉瀬川

嘉瀬川

嘉瀬川

嘉瀬川

5

6

嘉瀬川－１班

嘉瀬川－２班

嘉瀬川－３班

嘉瀬川－５班

嘉瀬川－６班

嘉瀬川－４班4

(辻の平橋)

5.05

(辻の平橋)
2.90

牛津川 5.00

巡視延長
牛津川

左岸六角川

六角川 左岸

(石原川合流点)

牛津川

3.20

左岸

左岸

左岸

六角川

牛津－２班

六角川

左岸

牛津川

右岸

8

牛津－６班

六角川牛津－７班

6

牛津川

牛津川

7

牛津－５班

六角川

(石原川合流点)

(今出川合流点)

牟田辺遊水地

六角川

(辻の平橋)

牛津－８班

右岸

右岸9

(辻の平橋)

(今出川合流点)
六角川

(牛津川橋)
4

(牛津川橋)
5 六角川

牛津－４班 5.30

1

(牛津川橋)

(牛津川橋（県）)

(牛津川合流点)

6.65
2

3

3.80

3.88

(武雄川合流点)

(直轄上流端)

(牛津川橋)

(直轄上流端)

(大日堰)

6.30

4.84

(直轄上流端)

1.85

(大日堰)

右岸

左岸
朝日－８班

六角川 六角川

(大日堰)

(六角川合流点)

六角川

朝日－７班 右岸

1 朝日－１班
六角川

朝日－４班4

六角川

朝日－５班

2 朝日－２班

六角川

12.30

(川西橋)

左岸

(JR鉄道橋)

徳須恵川

(厳木川合流点)

牛津川 右岸
六角川

六角川

左岸

左岸

右岸六角川

六角川

六角川

5.60 km 

左右岸

松浦川

松浦－８班8

6.66

松浦川

(川西橋)

左右岸 7.15

区間

(六角川合流点)

2.78

(六角橋)

(川原橋)

左右岸

松浦－７班

松浦川

(六角橋)

3.45

2

松浦－３班

巡視延長

松浦川 左岸

7

松浦川

(久保橋)

2.37

5.29

6.33

5.40

(久里橋）

1

松浦－２班 松浦川

松浦川3

(久保橋)
右岸

6.40

6.80

松浦－１班 松浦川
松浦川 右岸 4.40

(久里橋）

松浦川6.09

左岸 松浦－５班

(新橋)

区間

左岸
(川原橋)

松浦川

(徳須恵橋)

9 松浦－９班

5

左右岸

13.48

右岸

10.21

左右岸

6.15

左右岸

6 松浦－６班 松浦川 厳木川

松浦川

松浦川

10 松浦－10班

松浦川

1 厳木ダム班 厳木ダム

11 松浦－11班 松浦川 徳須恵川

12 松浦－1２班

松浦川

(馬田橋)

(新橋)

6.71

1.60

(馬田橋)

4.84

(新橋)

(新橋)

4.98

2.20

5.20

左岸

右岸

左岸

朝日－６班

右岸

牛津川

牛津－３班

右岸

(牛津川橋（県）)

左岸

巡視延長

3

武雄川

1

牛津川

牛津－１班 六角川

牛津川

六角川

2

六角川

6

朝日－９班
六角川

六角川

武雄川
六角川

六角川

六角川

朝日－３班3

六角川

六角川

(大日堰)

7

8

5

(JR鉄道橋)

9

4 松浦－４班

巡視延長 110.83 km 

河川巡視総延長

六角川

六角川

1.60
(六角川合流点) (直轄上流端)



３１Ｋ５００

１Ｋ６００

３Ｋ４５０

６Ｋ０1０

業務の実施区域 【朝日出張所管内】

六角川
左岸 武雄市橘町大字永島字潮見１７４８８番地先 ～ ４Ｋ８００（牛津川合流点）
右岸 武雄市橘町字北上野５０５６番地先 ～ ６Ｋ０１０

牛津川
右岸 ３Ｋ４５０ ～ 六角川合流点

武雄川
左岸 武雄市武雄町大字永島字戸井渡 ～ 六角川合流点
右岸 武雄市武雄町大字永島字牛飼 ～ 六角川合流点

【参 考】 武雄河川事務所管内における災害時等応急対策工事に関する基本協定区域図

7/17013/50018/900

17/390 11/300 6/010

29/080
２班５班

４班 ３班８班 １班
24/100

６班

７班

24/100

29/080

９班

１０班

板橋水門

六角川橋

１０班



３Ｋ４５０

２３Ｋ３５０

６Ｋ０１０

ﾓﾛﾄﾞﾐ建設㈱１７／８７０～１４／３４５
左右
岸

牛津川⑤

㈱丸福建設１４／３４５～１０／１００
左右
岸

牛津川④

㈱大義建設１０／１００～３／４５０右岸牛津川

森永建設㈱１０／１００～３／８００左岸牛津川

岡本建設㈱
３／８００～０／０００左岸牛津川業務の実施区域【牛津川出張所管内】

六角川
左岸 牛津川合流点 ～ 海
右岸 ６キロ０００（町村境） ～ 海

牛津川
左岸 多久市多久町字涼木４５６０番地先 ～ 六角川合流点
右岸 多久市多久町字犬殺４３０４番地先 ～ ３キロ４５０（町村境）

３班

５班

２Ｋ１３０

３Ｋ８００

１０Ｋ１００

１５Ｋ４００

１８Ｋ３００

２３Ｋ３５０

１８Ｋ３００
１０Ｋ１００

４Ｋ７２０

牛津川橋（県）

４班

２班

１班

６班

２Ｋ８７０

１班

【参 考】 武雄河川事務所管内における災害時等応急対策工事に関する基本協定区域図

７班（牟田辺遊水地含む）



【参 考】 武雄河川事務所管内における災害時等応急対策工事に関する基本協定区域図

業務の実施区域【松浦川出張所管内】

松浦川

武雄市若木町本部字野々瀬萩ノ尾井堰 ～ 海

徳須恵川
伊万里市南波多町高瀬字大前田１２９１番地の２市道橋 ～ 松浦川合流点

厳木川

左岸 東松浦郡厳木町大字広瀬字篠の坂６６７番の４地先 ～ 松浦川合流点
右岸 東松浦郡厳木町大字広瀬字立草２３８６番の１地先 ～ 松浦川合流点

１班
１班

２班

２班

３班

３班

４班

４班

５班

６班

６班
厳木ダム班

７班

７班

８班

８班

９班９班

１０班

１０班

１１班
１２班 １２班



業務の実施区域【嘉瀬川出張所管内】

嘉瀬川
左岸 佐賀郡大和町大字梅野字都渡城１８８番地先（官人橋） ～ 海
右岸 佐賀郡大和町大字川上字別所９５３番の３地先（官人橋） ～ 海

祇園川

左岸 小城郡三日月町大字堀江字堀江二十二１１８９番の２地先（堀江橋）
～ 嘉瀬川合流点

右岸 小城郡三日月町大字五十四字深町７０９番地先（堀江橋）
～ 嘉瀬川合流点

１６Ｋ６００

【参 考】 武雄河川事務所管内における災害時等応急対策工事に関する基本協定区域図

１Ｋ１００

１６／６００

１０／４５０ ６班

３班

１班
２班

５班

４班

１３／２００

７／８００

１／３００

１／４４０

７／８００
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▲

嘉瀬川ダム

城原川ダム

▲

▲

▲

▲

別図－２

・巨勢川調整池～嘉瀬川吐出口
（導水管）

・嘉瀬川吐出口～池森橋（嘉瀬
川堤防）

①

・調整池及び
各施設

④

・開水路
・サイフォン

（小松川サイフォン
～中地江ポンプ場）

⑤

②

⑥ ⑦

・馬場川ポンプ場
・三本松川ポンプ場
・井柳川ポンプ場

・城原川吐出口～上峰
制水弁

・筑後川ポンプ場
・筑後川吐出口付近
・通瀬川ポンプ場
・切通川ポンプ場

・上峰制水弁～筑後川
吐出口

池森橋

嘉瀬川吐出口

柴尾橋

城原川吐出口

・中地江川ポンプ場

・城原川吐出口～
柴尾橋（城原川堤
防）

上峰制水弁 筑後川吐出口

・開水路
・サイフォン

（巨勢川サイ
フォン～小松
川サイフォン）

③

⑧ 城原川ダム区間
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